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特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応

について（抜粋） 
      平成２７年１１月５日 

大学附属病院等の医療安全 

確保に関するタスクフォース 

 
第１ 本報告の位置付けについて 

（略） 
また、医療安全管理体制に止まらず、病院運営全体の意思決定の在り方を含

む病院としてのガバナンス体制の再編、整理、強化の必要性も明らかになった

ところである。特定機能病院、なかんずく大学附属病院のガバナンス体制や意

思決定の在り方に関しては、国民の生命に直接関わる重要問題であり、医療提

供体制に責任を持つ厚生労働省として、早急にそのあるべき姿に関し、考え方

を明らかにし実施に移していく。そのため、大学附属病院等のガバナンス改革

に関して検討の場を設け、可及的速やかに結論を得ることとする。 
 
 
 
第３ 医療安全確保の改善策について 

１．ガバナンスの確保・医療安全管理体制について 

（１）医療安全に係る理念の徹底 

（略） 

管理者（病院長、以下同じ。）は、基本理念を遵守し、医療安全管理体制の

確保に責任を負う必要があり、そのためには、一貫した医療安全管理体制が確

保されるよう医療安全管理についての十分な知見を有し、継続したリーダーシ

ップを発揮できる者が管理者として選任される必要がある。今後、管理者とし

て適切な人材が選任され、権限と責任を持って病院の管理運営に取り組めるよ

う、開設者との関係や病院としての意思決定の在り方も含め、更に議論が必要

である。 
 


